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(57)【要約】
【課題】鮮やかな赤乃至紫赤色に着色され、耐熱性及び耐光性に優れると共にフレーバー
リリースが良好なゼリーを提供できる。
【解決手段】Convolvulaceae科Ipomoea属に属する植物体を、ｐＨ１．０～６．５の酸性
条件下で水又は含水アルコールで抽出後、吸着処理、イオン交換処理、酸処理及び膜分離
処理よりなる群から選択される少なくとも１種の処理を行って得られる色素を用いてゼリ
ーを着色する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Convolvulaceae科Ipomoea属に属する植物体を、ｐＨ１．０～６．５の酸性条件下で水又
は含水アルコールで抽出後、吸着処理、イオン交換処理、酸処理及び膜分離処理よりなる
群から選択される少なくとも１種の処理を行って得られる色素を用いることを特徴とする
、ゼリーの着色方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鮮やかな赤乃至紫赤色に着色可能なゼリーの着色方法に関する。詳細には、
耐熱性及び耐光性に優れると共に、ゼリー自体の風味にも影響を与えることのないゼリー
の着色方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、食用赤色２号及びアルミニウムレーキ、食用赤色３号及びアルミニウムレーキ、
食用赤色４０号及びアルミニウムレーキ、食用赤色１０２号、食用赤色１０４号、食用赤
色１０５号、及び食用赤色１０６号、カルモイシン(アゾルビン)、シトラスレッドＮｏ．
２ Ｎｅｗ Ｒｅｄ及びアルミニウムレーキ及びカルミンといった各種合成着色料は耐光性
に優れ、また鮮やかな色に食品を着色できることから、各種食品の着色料として使用され
てきたが、近年の天然嗜好によりこれら合成着色料は敬遠されがちである。天然色素を用
いたゼリーの赤色乃至紫赤色への着色方法としては、油溶性のカロチノイド系色素を用い
る方法（特許文献１）や、赤キャベツ色素を用いる方法（特許文献２）、その他コチニー
ル色素、ラック色素等のキノン系色素、ブドウ果汁、ブドウ果皮色素、ベリー類色素、紫
トウモロコシ色素、ビートレッド、紅麹色素等が知られている。しかし、カロチノイド系
色素は結晶を粉砕したもので暗い色調になり、また濁りによる透明度が損なわれるといっ
た欠点があった。赤キャベツ色素を用いた場合は、色素特有の臭いがゼリーの風味に影響
を与える、コチニール色素等のキノン系色素はｐＨが５以下の場合黄色から橙色となり所
望の赤乃至紫赤色に着色できず、紅麹色素は耐光性が、ビートレッドは耐熱性が劣り色素
の退色が著しく、商品価値を下げるものであった。ブドウ果汁、ブドウ果皮色素やベリー
類色素あるいは紫トウモロコシ色素を用いた場合であっても、目的とする鮮やかな赤乃至
紫赤色に着色できず、耐光性に著しく劣る等の課題があり、これら従来の色素では鮮明な
赤乃至紫赤色に着色することが困難であった。また、合成着色料は成分含量が高く、食品
への添加量が少ないことから食材の風味にほとんど影響を与えていなかった。しかし、上
記天然系着色料はその素材の持つ臭いや味といった着色以外の効果が食材の風味に影響す
るといった欠点があった。
【０００３】
【特許文献１】特開平０７－１３５９１２号公報
【特許文献２】特公昭６３－３２４２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　鮮やかな赤乃至紫赤色に着色され、耐熱性及び耐光性に優れると共に、ゼリー自体の風
味にも影響がない赤乃至紫赤色に着色されたゼリーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは上記問題点に鑑みて鋭意研究を行った結果、Convolvulaceae科Ipomoea属
に属する植物体を、ｐＨ１．０～６．５の酸性条件下で水又は含水アルコールで抽出後、
吸着処理、イオン交換処理、酸処理及び膜分離処理よりなる群から選択される少なくとも
１種の処理を行って得られる色素を用いることにより、ゼリー本来の風味に影響を与える
ことなく鮮やかな赤乃至紫赤色に着色可能であり、かかる方法で着色されたゼリーは耐熱
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性及び耐光性を有したゼリーとなることを見出して本発明を完成した。
【０００６】
　本発明は、以下の態様を有するゼリーの着色方法に関する；
項１．Convolvulaceae科Ipomoea属に属する植物体を、ｐＨ１．０～６．５の酸性条件下
で水又は含水アルコールで抽出後、吸着処理、イオン交換処理、酸処理及び膜分離処理よ
りなる群から選択される少なくとも１種の処理を行って得られる色素を用いることを特徴
とする、ゼリーの着色方法。
【発明の効果】
【０００７】
　色素が有する臭いがゼリーに影響を与えることなくゼリー本来の風味を楽しむことがで
き、耐熱性及び耐光性に優れた鮮やかな赤乃至紫赤色に着色されたゼリーを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明のConvolvulaceae科Ipomoea属の植物体としては、Ipomoea Batatas、Ipomoea ni
l、Ipomoea congesta、Ipomoea alba等を挙げることができ、好ましくはIpomoea Batatas
である。かかる植物体の抽出液は、Convolvulaceae科Ipomoea属に属する植物体中、赤乃
至紫赤色を呈する部位、例えば葉や茎、又は塊根をｐＨ１．０～６．５、好ましくはｐＨ
２～４の酸性条件下で、水又は含水アルコールで抽出することにより得られる。
【０００９】
　上記植物体抽出時の酸性条件へのｐＨ調整は、通常酸味料が用いられる。制限はされな
いが、かかる酸味料としては、具体的にはクエン酸、乳酸、酢酸、氷酢酸、リンゴ酸、酒
石酸、フマル酸、フィチン酸、グルコン酸、コハク酸、アスコルビン酸、アジピン酸、イ
タコン酸、グルコノデルタラクトン等の有機酸またはその塩（例えばクエン酸ナトリウム
、フマル酸一ナトリウム）；リン酸及び二酸化炭素（炭酸ガス）、硫酸、塩酸等の無機酸
を例示することができ、好ましくは、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸等の食品添加物で認め
られているものを好適に使用できる。抽出に用いる含水アルコールとしては、メタノール
、エタノールなどの低級アルコール、多価アルコールなどの水と均一に混合可能な溶剤を
いう。好ましい抽出液としてはエタノールを例示できる。含水アルコールとしては、例え
ばアルコール量が４０容量％以下、好ましくは約２５容量％以下の含水アルコールを好適
に使用できる。
【００１０】
　抽出方法としては、Convolvulaceae科Ipomoea属に属する植物体の抽出部位を洗浄後そ
のまま、若しくは適当な大きさに裁断、もしくはペースト状に摩砕後、酸性に調整した抽
出液に投入し、例えば４～１２時間若しくは一晩、植物を冷浸又は温浸によって浸漬する
方法を挙げることができる。得られた抽出液は、必要に応じて濾過、共沈または遠心分離
によって固形物を除去した後、そのまま若しくは濃縮することができる。
【００１１】
　本発明では、かくして得られた抽出液を更に、吸着処理、イオン交換処理、酸処理及び
膜分離処理よりなる群から選択される少なくとも１種の処理を行うことを特徴とする。
【００１２】
　吸着処理は、常法に従って行うことができ、例えば活性炭、シリカゲルまたは多孔質セ
ラミックなどによる吸着処理；スチレン系のデュオライトＳ－８６１（商標Ｄｕｏｌｉｔ
ｅ，Ｕ．Ｓ．Ａ．ダイヤモンド・シャムロック社製、以下同じ）、デュオライトＳ－８６
２、デュオライトＳ－８６３又はデュオライトＳ－８６６；芳香族系のセパビーズＳＰ７
０（商標、三菱化学（株）製、以下同じ）、セパビーズＳＰ７００、セパビーズＳＰ８２
５；ダイヤイオンＨＰ１０（商標、三菱化学（株）製、以下同じ）、ダイヤイオンＨＰ２
０、ダイヤイオンＨＰ２１、ダイヤイオンＨＰ４０、及びダイヤイオンＨＰ５０；あるい
はアンバーライトＸＡＤ－４（商標、オルガノ製、以下同じ）、アンバーライトＸＡＤ－
７、アンバーライトＸＡＤ－２０００などの合成吸着樹脂を用いた吸着処理を挙げること
ができる。その後、Convolvulaceae科Ipomoea属に属する植物色素抽出液が付されて色素
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成分を吸着した樹脂担体を例えば含水アルコールなどの適当な溶媒で洗浄することによっ
て、回収取得することができる。含水アルコールとしては、通常１～２０容量％程度のエ
タノールを含有する水を好適に例示することができる。
【００１３】
　イオン交換処理は、特に制限されず慣用のイオン交換樹脂（陽イオン交換樹脂または陰
イオン交換樹脂）を用いて常法に従って行うことができる。例えば陽イオン交換樹脂とし
ては、制限されないがダイヤイオンＳＫ１Ｂ（商標、三菱化学（株）製、以下同じ）、ダ
イヤイオンＳＫ１０２、ダイヤイオンＳＫ１１６、ダイヤイオンＰＫ２０８、ダイヤイオ
ンＷＫ１０、ダイヤイオンＷＫ２０などが、また陰イオン交換樹脂としては、制限されな
いがダイヤイオンＳＡ１０Ａ（商標、三菱化学（株）製、以下同じ）、ダイヤイオンＳＡ
１２Ａ、ダイヤイオンＳＡ２０Ａ、ダイヤイオンＰＡ３０６、ダイヤイオンＷＡ１０、ダ
イヤイオンＷＡ２０などが例示される。
【００１４】
　酸処理は、Convolvulaceae科Ipomoea属に属する植物体をｐＨ１．０～６．５の酸性条
件下で、水又は含水アルコールで抽出して得られた抽出液、若しくは上記の各種処理（吸
着処理、イオン交換処理、抽出処理または膜分離処理等）が施された処理液をｐＨ１～４
、好ましくはｐＨ１～３の酸性条件下に曝すことによって実施できる。酸処理は、具体的
には上記処理液に酸を添加配合することによって簡便に行うことができる。かかる酸とし
ては、上述の酸を使用することができる。
【００１５】
　酸処理を行う温度条件は特に制限されず、通常５～１００℃の範囲から適宜選択使用す
ることができる。例えば２０～１００℃や４０～１００℃の範囲を例示することができる
。酸処理時間も特に制限されず、通常１～３００分の範囲から適宜選択することができる
。一般に高温下での酸処理であればより短い処理時間で十分であり、よって例えば４０～
１００℃での酸処理の場合は５～６０分の範囲から処理時間を採択することができる。な
おこの時、処理液は撹拌してもしなくても特に制限されない。
【００１６】
　本発明でいう膜分離処理とは、膜による濾過方法を広く意味するものであり、例えばメ
ンブレンフィルター（ＭＦ）膜、限外濾過（ＵＦ）膜、逆浸透膜（ＮＦ）および電気透析
膜などの機能性高分子膜を用いた濾過処理を挙げることができる。また膜分離処理として
はこれらの膜を利用した限外濾過法や逆浸透膜法などのほか、イオン選別膜による濃度勾
配を利用した透析法、隔膜としてイオン交換膜を使用し電圧を印加する電気透析法などが
知られている。工業的には逆浸透膜法による膜分離法が好ましい。かかる膜分離法に用い
られる膜材料としては、天然、合成、半合成の別を問わず、例えばセルロース、セルロー
ス・ジ－アセテート若しくはトリ－アセテート、ポリアミド、ポリスルホン、ポリスチレ
ン、ポリイミド、ポリアクリロニトリルなどを挙げることができる。
【００１７】
　本発明で用いる膜分離処理には、分画分子量が例えば１０４～１０６の範囲にある膜を
用いて高分子化合物を分離除去する処理方法と、分画分子量が約２，０００～４，０００
程度、好ましくは３，０００程度の膜を用いて低分子化合物を分離除去する処理方法が含
まれる。前者の方法として具体的にはＮＴＵ－３１５０膜、ＮＴＵ－３２５０膜、ＮＴＵ
－３５５０膜、ＮＴＵ－３８００ ＵＦ膜（以上、日東電工製）；Ｃｅｆｉｌｔ－ＵＦ（
日本ガイシ製）；ＡＨＰ－２０１３膜、ＡＨＰ－３０１３膜、ＡＨＰ－１０１０膜（以上
、旭化成製）；等を利用した限外濾過（ＵＦ）膜処理を挙げることができ、また後者の方
法として具体的にはＮＴＲ－７２５０膜、ＮＴＲ－７４１０膜、ＮＴＲ－７４３０膜、Ｎ
ＴＲ－７４５０膜（以上、日東電工製）；ＡＩＰ－３０１３膜、ＡＣＰ－３０１３膜、Ａ
ＣＰ－２０１３膜、ＡＩＰ－２０１３膜、ＡＩＯ－１０１０膜（以上、旭化成製）などの
膜を利用した逆浸透膜（分画分子量３，０００程度）処理を挙げることができる。
【００１８】
　これらの各種処理は、１種単独で行っても、また２種以上を任意に組み合わせて行って
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もよく、また同一処理を、同一もしくは異なる条件で、繰り返し実施してもよい。
好ましい処理方法は、特に制限されないが、Convolvulaceae科Ipomoea属に属する植物色
素抽出液の吸着処理液を脱蛋白処理し、ついでこの脱蛋白処理した処理色素液について膜
分離処理を行う方法である。
【００１９】
　脱蛋白処理は、前述した抽出処理、イオン交換処理または限外濾過膜等を利用した膜分
離処理によって実効的に行うことができる。なお、この場合、膜分離処理は、高分子化合
物の分離除去に使用される分画分子量約１０４～１０６の範囲にある膜を用いた処理を好
適に採用することができる。ただし、脱蛋白処理は、これらの方法に限定されることなく
、ゲルろ過処理などの常法の脱蛋白処理に従って行うこともできる。
【００２０】
　必要に応じて上記脱蛋白処理後に更に吸着処理を行うこともできる。好ましい処理方法
としては、脱蛋白処理した処理色素液を、必要に応じて吸着処理し、次いで酸処理し、斯
くして得られる処理色素液に対して膜分離処理を行う方法を挙げることができる。なお、
ここで膜分離処理は、好ましくは逆浸透膜処理または限外濾過膜処理であり、より好まし
くは逆浸透膜処理である。また、当該膜分離処理は、分画分子量が２，０００～４，００
０、好ましくは３，０００付近である膜を用いて行うことが好ましい。
【００２１】
　本発明では、かくして得られた色素を用いることを特徴とするゼリーの着色方法に関す
る。かかる色素は、植物由来の異臭あるいは悪臭の原因となる香気成分が効果的に除去さ
れており、該色素を用いることによりゼリー本来の風味に影響を与えることなく、フレー
バーリリースに優れたゼリーとして、鮮やかな赤乃至紫赤色にゼリーを着色することがで
きる。
【００２２】
　このとき、本発明で得られた色素は、上記形状のごとく液状品でも、また、デキストリ
ン、乳糖等の賦形剤を添加し噴霧乾燥して粉末化した形状でも、乳化剤、例えばグリセリ
ン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、アラビアガム等を使用した乳化あるいは
二重乳化の形状でもよい。このようにして得られた本発明の色素製剤をゼリーに対して添
加して使用する。
【００２３】
　本発明でいうゼリーとは、ゼラチン、寒天、ペクチン、ジェランガム等の各種ゲル化剤
を溶解、冷却して調製されるゼリーであれば特に限定されず、通常のチルドゼリーや常温
流通可能なゼリー、ドリンクゼリー等が挙げられる。そして本発明の色素を用いることに
より、上記ゼリーを鮮やかな赤乃至紫赤色に着色し、着色されたゼリーは耐光性、耐熱性
に優れたゼリーとなる。また、ｐＨが２．０～６．０、更にはｐＨ３．０～５．０である
酸性ゼリーは天然色素の種類によっては著しい退色が生じるといった問題を抱えていたが
、本発明の色素を用いることにより濁りや沈殿が生じることもなく、安定して鮮やかな赤
乃至紫赤色にゼリーを着色することが可能となった。更に、本発明の色素は色素特有の臭
気が著しく低減されているため、ゼリー本来の風味やフレーバーリリースに優れたゼリー
を提供できる。
【００２４】
　以下、これらゼリーの着色方法について説明する。
主原料の砂糖、水飴、酸味料等を水に適宜添加混合し、ゲル化剤としてペクチン、寒天、
ゼラチン、カラギナン、ジェランガム等などを適当な割合で混合後、本発明の色素を加え
加熱溶解後、必要に応じて塩類や香料を添加して容器に充填し、加熱殺菌、冷却（例えば
５℃で１時間）工程をとることにより鮮やかな赤乃至紫赤色に着色されたゼリーを提供で
きる。また、上記主原料及びゲル化剤を加熱溶解後の溶液に本発明の色素を添加すること
によっても調製可能である。
【００２５】
　上記製法中、ゼリーは原料や流通形態に応じて、４０℃で無菌条件下に容器充填する方
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法や、９０～９５℃で容器充填（ホットパック充填）することにより殺菌が行われ、また
ゲル化剤の溶解時に加熱工程が必須工程となっているが、本発明の色素は上記殺菌条件や
加熱工程においても非常に安定であり、耐熱性を有することを特徴の一つとする合成着色
料と遜色ない耐熱性を有する。一方、従来の天然色素はかかる殺菌条件や加熱工程におい
て数％程度の退色が認められる。
【００２６】
　ゼリーに対する本発明の色素の配合割合は、ゼリーに所望の色を付与できる量であれば
よく、特に制限されない。一例としてあげれば、ゼリー１００質量％に対する本発明の色
素（Ｅ10%

1cm ＝１６０）の配合割合として０．０００５～１．０質量％、好ましくは０
．００１～０．５質量％を挙げることができる。
【００２７】
　なお、本発明の色素における「Ｅ10%

1cm ＝１６０」とは、ゼリーに配合する本発明の
色素濃度（色価）を意味するものであって、具体的には、本発明の色素の１０ｗｔ／ｖ％
溶液の可視部での極大吸収波長における吸光度を液層幅１ｃｍで測定した場合、１６０で
あることを意味する。
【実施例】
【００２８】
　以下、本発明の内容を以下の実施例、比較例を用いて具体的に説明するが、本発明はこ
れらに何ら限定されるものではない。
【００２９】
実施例１　アップルゼリーの調製
　硫酸によりｐＨ２に調整した酸性水２０ＬにIpomoea Batatasの塊根の磨砕品１０ｋｇ
を投入し、室温下に一夜放置して、色素を抽出した。得られた色素抽出液に、濾過助剤と
珪藻土を配合して吸引濾過し、濾液としてIpomoea Batatas植物色素抽出液約２５Ｌを得
た。この抽出液を合成吸着樹脂アンバーライトＸＡＤ－７（樹脂量３Ｌ、ＳＶ＝１、オル
ガノ製）に吸着させてから、水洗したのち、６０％エタノール水溶液を用いてその吸着し
ている色素を溶出した（１０Ｌ）。溶出液のうち８Ｌを、限外濾過膜（ＡＨＰ－２０１３
膜（商標）：旭化成製、分画分子量５０，０００）を用いて３．５ｋｇ／ｃｍ２，２０℃
で処理した（膜分離処理）。次いで、得られた処理液を硫酸を用いてｐＨ２．０に調整し
、これを４０～８０℃の温度条件下で３０分間撹拌をした（酸処理）。つづいて、当該酸
処理液に、水５Ｌを加えて逆浸透膜処理（ＮＴＲ－７２５０膜（商標）：日東電工製、分
画分子量約３，０００程度）を行い、膜処理液１Ｌを得た（膜分離処理）。この際、Ipom
oea Batatasの香気成分および夾雑物は濾液として透過除去され、精製脱臭された色素成
分が残液として濃縮された。次いでこの残液を減圧下で濃縮して、色価Ｅ１０％

１ｃｍ＝
３００の有意に脱臭精製された濃縮液１２０ｇを得た。この濃縮液１２０ｇに水６０ｇと
エタノール４５ｇを加えて色価Ｅ１０％

１ｃｍ＝１６０のIpomoea Batatas（Ａ）色素製
剤２２５ｇを調製した。この製剤は全く無臭であった。次に、このようにして得られたIp
omoea Batatas（Ａ）色素製剤を下記表１の処方に従って添加混合後、アップルゼリーを
調製した。
【００３０】
【表１】

【００３１】
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　比較例としてIpomoea Batatas（Ａ）色素製剤の代わりに、以下の製法で調製されたIpo
moea Batatas（Ｂ）色素製剤（比較例１）、赤キャベツ色素、紅麹色素、ブドウ果汁及び
紫トウモロコシ色素を、各々個別に、ほぼ同一の濃度感に合わせてアップルゼリーを調製
（比較例２～５）し、これらのアップルゼリー及び実施例１のアップルゼリーの色相及び
フレーバーリリースを評価し、更に３０００ｌｕｘの蛍光灯下、３日間照射して耐光性を
、３５℃の恒温器で７日間保持し耐熱性を比較した。結果を表２に示す。
【００３２】
比較例１　Ipomoea Batatas（Ｂ）色素製剤の調製
　硫酸によりｐＨ２に調整した酸性水２０ＬにIpomoea Batatasの塊根の磨砕品１０ｋｇ
を投入し、室温下に一夜放置して、色素を抽出した。得られた色素抽出液に、濾過助剤と
珪藻土を配合して吸引濾過し、濾液としてIpomoea Batatas植物色素抽出液約２５Ｌを得
た。次いでこの液を減圧濃縮して色価Ｅ１０％

１ｃｍ＝３００の色素液１６０ｇを得た。
この濃縮液１６０ｇに水８０ｇとエタノール６０ｇを加えて色価Ｅ１０％

１ｃｍ＝１６０
のIpomoea Batatas（Ｂ）色素製剤３００ｇを調製した。
【００３３】
【表２】

【００３４】
　表２の評価は以下の基準に従って行った。
（色相）：着色したアップルゼリーの色相を肉眼で観察した。
（耐光性）：蛍光灯（３０００ｌｕｘ）下で３日間照射した後、肉眼比較により色素の残
存率（％）を求めた。
（耐熱性）：３５℃の恒温器で７日間保存後、肉眼比較により色素の残存率（％）を求め
た。
（フレーバーリリース）：着色したゼリーを食した際のフレーバーリリースが良好なもの
から順に＋＋＋＞＋＋＞＋＞±＞－の５段階で評価した。
【００３５】
　表２から明らかなように、赤キャベツ色素製剤を用いた場合は赤紫色にゼリーを着色す
ることができたものの、耐光性に劣る上、色素特有の臭気によってゼリーのフレーバーリ
リースが悪く、紅麹色素製剤を用いた場合は光照射により色素が退色し、目的とする色に
ゼリーを着色することすらままならなかった（比較例２、３）。ブドウ果汁製剤、紫トウ
モロコシ色素製剤を用いた場合も、着色されたゼリーの色相が暗い赤色であって目的とす
る鮮明な赤乃至紫赤色に着色できず、その耐光性もIpomoea Batatas（Ａ）色素製剤に比
して劣っていた（比較例４、５）。また、ｐＨ１．０～６．５の酸性条件下で水又は含水
アルコールで抽出されたIpomoea Batatas色素を用いた場合であっても、吸着処理、イオ
ン交換処理、酸処理及び膜分離処理よりなる群から選択される少なくとも１種の処理を行
わずに得られたIpomoea Batatas（Ｂ）色素製剤（比較例１）は、本発明のIpomoea Batat
as（Ａ）色素製剤に比べて色素特有の臭気がゼリーに影響を与え、目的とするゼリーを調
製することができなかった。
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一方、本発明のIpomoea Batatas（Ａ）色素製剤を用いた場合は、目的とする鮮やかな赤
乃至紫赤色にゼリーが着色され、色素特有の臭気がゼリー自体の食味に影響を与えること
もなく、着色されたゼリーは良好なフレーバーリリースを有していた。更に、調製された
着色されたゼリーは耐熱性及び耐光性も高く、非常に優れたアップルゼリーとなった。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　鮮やかな赤乃至紫赤色に着色され、耐熱性及び耐光性に優れると共に、フレーバーリリ
ースが良好なゼリーを提供する。
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